
募集要項―別紙３

令和〇年○月○日
支出負担行為担当官
高知労働局総務部長　殿
協議会等名　　　　　　　　　　　　
代表者職氏名　　　　　　　　印　


適合証明書

当協議会は、生涯現役地域づくり環境整備事業（令和８年度開始分）に係る企画競争に参加するに当たり、下記の事実に相違がないこと及び事実に相違があった場合は速やかに通知することを誓約します。
また、事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。

記

１　予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は除くものとする。

２　厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

３　労働保険及び厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険・船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと（企画書提出期限の直近２年間の保険料の滞納がないこと。）。

４　その他以下の条件を満たすこと。
（１）高年齢者等の雇用の安定等に関する法律法（昭和46年法律第68号。）第35条第１項に定める協議会、又は協議会設立準備会（以下「協議会等」という。）であること。
（２）本事業を適正に実施するための組織体制を有するとともに、協議会の運営に係る規約及び会計事務の適切な取扱いに係る規定を整備する協議会等であること。


